
令和２年度 活動方針 

 

テーマ 

 共生社会の形成に向けた特別支援教育の充実 

 

１ 情 勢 

 新学習指導要領が、小学校及び特別支援学校小学部においては今年度から、中学校及び特別支

援学校中学部においては令和 3 年度から、高等学校及び特別支援学校高等部においては令和 4 年

度から完全実施される。障害者に関する権利の条約批准後、初めての学習指導要領の改訂であ

り、共生社会の形成に向けた主旨が生かされた学習指導要領となっている。通級による指導に係

る教員定数の基礎定数化や高等学校における通級による指導の制度化が始まり、幼稚園から高等

学校まで、特別支援教育は一層の進展が図られている。また、特別支援学級に在籍する児童生徒

や通級による指導を受ける児童生徒の増加傾向は続いており、多様な学びの場として社会からも

期待されるところである。しかし、特別支援教育を受ける児童生徒数の増加に伴い、それを担う

教員や専門家の育成が大きな課題となっている。文部科学省では令和 2 年度までの間に、特別支

援学級担任の特別支援学校免許保持率を３割程度である現状の２倍程度を目標としていたが、免

許保持率は上がらないままの厳しい状況がある。 

さらに、家庭と教育と福祉の連携を図るトライアングルプロジェクトなど、様々な施策が進ん

でおり、学校は様々な機関と連携を図りつつ、児童生徒一人一人に応じた教育を推進することが

急務である。現在、第 10 期中央教育審議会が開催されており、これらの課題を含め、今後の特

別支援教育の在り方が大きく問われるところである。 

 これらの社会情勢の中にあって、校長は、障害のある児童生徒の自立と社会参加を目指して、

共生社会を形成していくための特別支援教育を更に充実させて、学校経営の柱として位置付け、

次のステップへと進めるとともに、各学校でリーダーシップを発揮することが求められている。 

 

２ 基本方針 

(１) 障害者の権利に関する条約の批准を受けて、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進を図る。特に、特別支援学級や通級による指導の

充実を図るとともに、通常の学級における合理的配慮の提供や様々な支援の充実を目指す。 

(２) 特別支援学級及び通級による指導の一層の充実を目指し、会員の協力体制を強化するとと

もに、研修・研究活動等の充実を図り、学校長の特別支援教育に係る専門性を高める。 

(３) 全国の特別支援学級及び通級による指導の状況を把握するため調査研究を行う。 

(４) 幼稚園・保育所、高等学校との連携を強化し、生涯を見通した特別支援教育を推進する。 



(５) 国及び都道府県の関係機関との連携を深め、共通する課題の解決を目指す。 

 

３ 具体的な活動 

 (１) 本協会から各関係機関への提言を作成し、特別支援学級や通級指導教室を設置する学校に

おける特別支援教育の推進を図る方針を明確にする。 

(２) 研修・研究協議会、副会長会、役員・常任理事会等の活動内容の充実を図る。 

 ① 各県各ブロック研究協議会への協力を行う。 

 ② 研修・研究協議会を開催する。 

ア 令和２年度定期総会 6 月 3 日（木）浜松町コンベンションセンター   

＊新型コロナウイルス感染防止のため中止、書面決議 

  イ 第 57 回全国研究協議会 11 月 5 日（木）・6 日（金）北海道函館市 

＊新型コロナウイルス感染防止のため中止、紙上発表 

  ウ 関東甲信越地区研究協議会  

       ＊2020 年にｵﾘﾝｯﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸが開催される予定だったため、開催なし 

エ 全国副会長研修会 第１回 6 月 3 日【新型コロナウイルス感染防止のため中止】、第

２回 11 月 5 日【新型コロナウイルス感染防止のため中止】、第３回 1 月 28 日 

オ 全国理事研究・研修協議会 第１回 6 月 3 日【新型コロナウイルス感染防止のため中

止】、第２回 11 月 5 日・6 日【新型コロナウイルス感染防止のため中止】、第３

回 1 月 28 日・29 日 

  ③ 諸事業の円滑な執行のため、役員・常任理事会を年８回開催する。 

 (３) インクルーシブ教育システム構築に向けて、特別支援教育の内容及び方法の改善・充実を

図るための諸事業を行う。 

  ① 通級による指導の充実を図るため、通級による指導の実践事例集を出版する。 

(４) 小・中学校の特別支援教育の現状と課題に向けた調査研究を実施し、全国理事研究・協議

会で報告するとともに、各都道府県に周知を図る。また、文部科学省への提言資料とする。

調査研究では、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の協力を得て実施する。 

(５) 文部科学省、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の施策や諸事業への協力、各都道

府県や政令指定都市等の教育委員会の特別支援教育に係る施策と連携する。 

 (６) 全国連合小学校長会、全日本中学校長会、全国国公立幼稚園・こども園長会、全国高等学

校長会、全国特別支援学校長会、全国特別支援教育推進連盟、全日本特別支援教育研究連

盟、全国手をつなぐ育成会連合会などの関係団体との連携を深める。 

  ① 全日本特別支援教育研究連盟全国大会（10 月 29 日・30 日 長崎県長崎市）中止 

  ② 全国特別支援教育推進連盟全国特別支援教育振興協議会（12 月 東京都） 



４ 全国特別支援学級設置学校長協会からの提言 

 

 

 

 

 

障害のある人もない人も互いに支え合い、尊重し合う「共生社会」の実現を目指し、学校にお

いては、全ての子供一人一人の力を伸ばすとともに、多様性を理解し様々な人々が共存しながら

豊かに暮らしていくための社会を形成する子供の育成を推進します。 

 

(１) 多様な人々が共に暮らせる住みやすい町づくりの推進 

(２) 障害者理解を推進するための活動の拡大 

(３) 障害者自身の意思を大切にした社会づくりの推進 

 (４) 障害者差別解消法に基づく基礎的環境整備や合理的配慮の充実 

(５) 生涯を通じた支援を行うための支援計画の作成・活用の周知及び充実 

(６) コミュニティ・スクールにおける取組等、地域とともにある特別支援教育の推進   

 

 

 

 

 

 

インクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえた教育が学校で行われ、障害のある子供もな

い子供も共に学び成長していくとともに、関係する機関が連携を深め、地域において生涯を見通

した支援がより充実することを推進します。 

 

(１) 幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との円滑な移行の促進 

(２) 家庭・教育・福祉の連携「トライアングルプロジェクト」による関係機関との連携促進 

(３) 特別支援学級の計画的設置及び通級による指導の基礎定数化を受けた計画的な教員配置 

(４) 特別支援学級や通級による指導の場の障害特性に応じた環境整備 

  (５) 特別支援教育の体制整備の充実及び管理職の育成 

(６) 特別支援教育に関わる教員の育成及び体系的・系統的な教員研修の実施 

(７)  障害者権利条約を踏まえた柔軟な就学相談を実施し、保護者を支援するための相談体制

の充実 

(８) 特別支援学級や通級による指導担当教員の特別支援学校教諭免許状保有率向上に対する

支援の充実 

 

 

提言２【行政機関に向けて】 

障害のある子供に対する質の高い教育を目指し、特別支援学級や通級による指導の体制整備

を図るとともに、関係機関と連携した特別支援教育制度の一層の充実を図る 

  

 

  

 

提言１【社会や地域に向けて】 

障害のある人の自立と社会参加を目指し、地域の一員として一人一人が豊かに暮らせる社会

を実現する 

  

 



 

 

 

  

 

障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一

人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するた

めに多様な学びの場を充実させるとともに、指導や支援の充実を推進します。 

 

(１) 配慮が必要な児童生徒に対する校内支援体制整備の充実 

 (２) 学校における合理的配慮の提供に関する取組の推進  

 (３) 全ての教職員が特別支援教育に取り組むための研修の充実 

 (４) 互いが貢献し合い、多様性を尊重するための障害に対する理解の推進 

(５) 特別支援学級や通級による指導の教育課程の充実及び理解啓発の推進 

(６) 特別支援学級や通級による指導担当教員の専門性向上のための特別支援学校教諭免許状

保持率の向上 

(７) 特別支援教育コーディネーターの育成及び位置付けの明確化  

(８) 切れ目ない支援体制を継続するための学校間の円滑な移行支援の強化 

(９) 特別支援学校のセンター的機能を生かした相互連携の推進 

 

 

 

 

 

 

障害のある子供も積極的に学習活動に参加し、障害の有無に関わらず、一人一人が豊かに成長

できる学校づくりを推進します。 

 

(１) 関係機関と連携した個別の教育支援計画や実態に応じた的確な個別の指導計画の作成

と活用の充実 

(２) 特別支援学級や通級による指導における各障害種別に応じた指導内容・方法の充実 

(３) 全ての児童生徒にとってわかりやすい授業づくりの推進 

(４) 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の交流及び共同学習の一層の充実 

(５) 学校間の指導の連続性に関する取組の推進 

(６) 特別な支援を必要とする児童生徒の進路指導及びキャリア教育の推進 

(７) 学校と福祉機関や医療機関、民間施設との連携の推進 

(８) 地域や保護者との連携の強化 

提言３【学校長に向けて】 

共生社会を目指したインクルーシブ教育システム構築を推進し、学校の特別支援教育体制を

充実させる 

  

提言４【教職員に向けて】 

障害に対する教職員の専門性を向上させ、子供の可能性を最大限に伸ばす教育を行うととも

に、互いを理解し成長し合う学校づくりを行う 

 

 


